
○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五

条
第
一
項
第
二
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
、
第
六
条
第
一
項
並
び
に
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救

済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
十
月
七
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

佐
藤

勉

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
対
象
犯
罪
行
為
に
よ
り
残
っ
た
障
害
）

第
一
条

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
障
害
は
、
次
の
各
号

に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
障
害

法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
犯
罪
行

為
（
以
下
単
に
「
対
象
犯
罪
行
為
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
残
っ
た
障
害
で
あ
っ
て
、
別
表
に
定
め
る
障
害
等
級
（
以
下
単



に
「
障
害
等
級
」
と
い
う
。
）
の
第
一
級
又
は
第
二
級
に
該
当
す
る
障
害
（
当
該
障
害
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を

要
す
る
状
態
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

二

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
障
害

対
象
犯
罪
行
為
に
よ
り
残
っ
た
障
害
で
あ
っ

て
、
障
害
等
級
の
第
一
級
若
し
く
は
第
二
級
に
該
当
す
る
障
害
（
当
該
障
害
に
よ
り
、
常
時
又
は
随
時
介
護
を
要
す
る
状

態
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
障
害
等
級
の
第
三
級
に
該
当
す
る
障
害

三

法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
障
害

対
象
犯
罪
行
為
に
よ
り
残
っ
た
障
害
で
あ
っ

て
、
障
害
等
級
の
第
四
級
か
ら
第
十
四
級
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
障
害

２

障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
の
障
害
等
級
は
、
重
い
障
害
に
応
ず
る
障
害
等
級
に
よ
る
。

３

次
に
掲
げ
る
場
合
の
障
害
等
級
は
、
次
の
各
号
の
う
ち
対
象
犯
罪
行
為
に
よ
り
障
害
が
残
っ
た
者
又
は
対
象
犯
罪
行
為
に

よ
り
障
害
が
残
っ
た
者
で
あ
っ
て
対
象
犯
罪
行
為
に
よ
ら
な
い
で
死
亡
し
た
者
の
遺
族
に
最
も
有
利
な
も
の
に
よ
る
。

一

第
十
三
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
等
級
の
一
級
上
位
の
障
害
等

級
二

第
八
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
等
級
の
二
級
上
位
の
障
害
等
級



三

第
五
級
以
上
に
該
当
す
る
障
害
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
等
級
の
三
級
上
位
の
障
害
等
級

（
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
に
係
る
裁
定
の
申
請
）

第
二
条

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
給

に
つ
い
て
、
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遺
族
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
裁
定
の
申
請
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す

る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
記
録
等
そ
の
他
の
資
料
を
用

い
る
等
に
よ
り
、
公
安
委
員
会
が
そ
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

対
象
犯
罪
行
為
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
遺
族

次
に
掲
げ
る
書
類

イ

当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
診
断
書
、
死
体
検
案
書
そ
の
他
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
の
年
月
日
を

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類



ロ

申
請
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
当
該
死
亡
し
た
者
と
の
続
柄
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含

む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に

あ
っ
て
は
、
区
長
と
す
る
。
）
の
発
行
す
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本
そ
の
他
の
証
明
書

二

対
象
犯
罪
行
為
に
よ
り
障
害
が
残
っ
た
者

負
傷
又
は
疾
病
の
症
状
が
固
定
し
た
こ
と
及
び
固
定
し
た
日
並
び
に
そ
の

固
定
し
た
と
き
に
お
け
る
身
体
上
の
障
害
の
部
位
及
び
状
態
（
当
該
障
害
が
残
っ
た
者
が
当
該
障
害
に
よ
り
介
護
を
要
す

る
状
態
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
必
要
の
程
度
を
含
む
。
）
に
関
す
る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の

書
類

三

対
象
犯
罪
行
為
に
よ
り
傷
病
を
負
っ
た
者

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
日
及
び
負
傷
又
は
疾
病
の
状
態
に
関
す

る
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
書
類
で
あ
っ
て
、
当
該
負
傷
又
は
疾
病
が
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
又
は

ロ
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

四

対
象
犯
罪
行
為
に
よ
り
障
害
が
残
っ
た
者
で
あ
っ
て
対
象
犯
罪
行
為
に
よ
ら
な
い
で
死
亡
し
た
者
の
遺
族

第
一
号
イ

及
び
ロ
並
び
に
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類

五

対
象
犯
罪
行
為
に
よ
り
傷
病
を
負
っ
た
者
で
あ
っ
て
対
象
犯
罪
行
為
に
よ
ら
な
い
で
死
亡
し
た
者
の
遺
族

第
一
号
イ



及
び
ロ
並
び
に
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

３

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
又
は
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遺
族
が
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
に
は
、
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
や
む

を
得
な
い
理
由
及
び
そ
の
理
由
の
や
ん
だ
日
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
に
対
す
る
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
書
の
提
出
は
、
そ

の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
長
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
処
分
の
通
知
等
）

第
三
条

公
安
委
員
会
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
裁
定

を
行
っ
た
と
き
又
は
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
を
却
下
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害

者
等
給
付
金
支
給
裁
定
通
知
書
（
様
式
第
二
号
）
又
は
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
裁
定
申
請
却
下
通
知
書

（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す
る
旨
の
通
知
に
限
る
。

）
を
す
る
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
併
せ
て
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
払
請
求
書
（
様
式
第
四
号
）
を
交



付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
払
の
請
求
）

第
四
条

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
を
支
給
す
る
旨
の
裁
定
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
支
払
を
請
求
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
払
請
求
書
を
国
に
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
書
類
の
保
存
）

第
五
条

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
書
類
は
、
そ
の
取
扱
い
が
完
結
し
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
す
る
も

の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
一
条
関
係
）

障
害
等
級

身
体
上
の
障
害

第
一
級

一

両
眼
が
失
明
し
た
も
の



二

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

そ
し
や
く

三

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

四

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
常
に
介
護
を
要
す
る
も
の

五

両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

六

両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七

両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

八

両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

第
二
級

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
っ
た
も
の

二

両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
っ
た
も
の

三

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

四

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
随
時
介
護
を
要
す
る
も
の

五

両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

六

両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の



第
三
級

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
を
廃
し
た
も
の

そ
し
や
く

三

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

四

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
終
身
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

五

両
手
の
手
指
の
全
部
を
失
っ
た
も
の

第
四
級

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

そ
し
や
く

三

両
耳
の
聴
力
を
全
く
失
っ
た
も
の

四

一
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

五

一
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

六

両
手
の
手
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

七

両
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

第
五
級

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
っ
た
も
の



二

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の

三

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
し
、
特
に
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の

四

一
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

五

一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

六

一
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七

一
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

八

両
足
の
足
指
の
全
部
を
失
っ
た
も
の

第
六
級

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
っ
た
も
の

二

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

そ
し
や
く

三

両
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も
の

四

一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声



を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も
の

五

脊
柱
に
著
し
い
変
形
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

せ
き

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指
を
失
っ
た
も
の

第
七
級

一

一
眼
が
失
明
し
、
他
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二

両
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

程
度
に
な
っ
た
も
の

三

一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
い
、
他
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も
の

四

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の

五

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
軽
易
な
労
務
以
外
の
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の



六

一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
を
失
っ
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
を
失
っ
た
も
の

七

一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
足
を
リ
ス
フ
ラ
ン
関
節
以
上
で
失
っ
た
も
の

九

一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

十

一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

十
一

両
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
二

女
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

十
三

両
側
の
睾
丸
を
失
っ
た
も
の

こ
う

第
八
級

一

一
眼
が
失
明
し
、
又
は
一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
二
以
下
に
な
っ
た
も
の

二

脊
柱
に
運
動
障
害
を
残
す
も
の

せ
き

三

一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
を
失
っ
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
を
失
っ
た
も
の

四

一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も

の



五

一
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

九

一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

十

一
足
の
足
指
の
全
部
を
失
っ
た
も
の

第
九
級

一

両
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二

一
眼
の
視
力
が
〇
・
〇
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

三

両
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

さ
く

四

両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

五

鼻
を
欠
損
し
、
そ
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

六

咀
嚼
及
び
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

そ
し
や
く

七

両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な



っ
た
も
の

八

一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
り
、
他
耳
の
聴
力

が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
な
っ
た
も
の

九

一
耳
の
聴
力
を
全
く
失
っ
た
も
の

十

神
経
系
統
の
機
能
又
は
精
神
に
障
害
を
残
し
、
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限

さ
れ
る
も
の

十
一

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
労
務
が
相
当
な
程
度
に
制
限
さ
れ

る
も
の

十
二

一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
を
失
っ
た
も
の

十
三

一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た

も
の

十
四

一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指
を
失
っ
た
も
の

十
五

一
足
の
足
指
の
全
部
の
用
を
廃
し
た
も
の



十
六

生
殖
器
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
十
級

一

一
眼
の
視
力
が
〇
・
一
以
下
に
な
っ
た
も
の

二

正
面
視
で
複
視
を
残
す
も
の

三

咀
嚼
又
は
言
語
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

そ
し
や
く

四

十
四
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

て
つ

五

両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に

な
っ
た
も
の

六

一
耳
の
聴
力
が
耳
に
接
し
な
け
れ
ば
大
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も
の

七

一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
下
肢
を
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

九

一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
を
失
っ
た
も
の

十

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

十
一

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の



第
十
一
級

一

両
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の

二

両
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三

一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
欠
損
を
残
す
も
の

四

十
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

て
つ

五

両
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も

の
六

一
耳
の
聴
力
が
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
普
通
の
話
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

程
度
に
な
っ
た
も
の

七

脊
柱
に
変
形
を
残
す
も
の

せ
き

八

一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
を
失
っ
た
も
の

九

一
足
の
第
一
の
足
指
を
含
み
二
以
上
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
し
、
労
務
の
遂
行
に
相
当
な
程
度
の
支
障
が
あ
る
も
の

第
十
二
級

一

一
眼
の
眼
球
に
著
し
い
調
節
機
能
障
害
又
は
運
動
障
害
を
残
す
も
の



二

一
眼
の
ま
ぶ
た
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の

三

七
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

て
つ

四

一
耳
の
耳
殻
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

五

鎖
骨
、
胸
骨
、
肋
骨
、
肩
胛
骨
又
は
骨
盤
骨
に
著
し
い
変
形
を
残
す
も
の

ろ
つ

こ
う

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

八

長
管
骨
に
変
形
を
残
す
も
の

九

一
手
の
小
指
を
失
っ
た
も
の

十

一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
一

一
足
の
第
二
の
足
指
を
失
っ
た
も
の
、
第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
を
失
っ
た
も
の
又
は
第
三

の
足
指
以
下
の
三
の
足
指
を
失
っ
た
も
の

十
二

一
足
の
第
一
の
足
指
又
は
他
の
四
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

十
三

局
部
に
頑
固
な
神
経
症
状
を
残
す
も
の



十
四

男
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

十
五

女
子
の
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

第
十
三
級

一

一
眼
の
視
力
が
〇
・
六
以
下
に
な
っ
た
も
の

二

正
面
視
以
外
で
複
視
を
残
す
も
の

三

一
眼
に
半
盲
症
、
視
野
狭
窄
又
は
視
野
変
状
を
残
す
も
の

さ
く

四

両
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
、
又
は
ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

五

五
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

て
つ

六

胸
腹
部
臓
器
の
機
能
に
障
害
を
残
す
も
の

七

一
手
の
小
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

一
手
の
母
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
っ
た
も
の

九

一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し
た
も
の

十

一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足
指
を
失
っ
た
も
の

十
一

一
足
の
第
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
、
第
二
の
足
指
を
含
み
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の



又
は
第
三
の
足
指
以
下
の
三
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

第
十
四
級

一

一
眼
の
ま
ぶ
た
の
一
部
に
欠
損
を
残
し
、
又
は
ま
つ
げ
は
げ
を
残
す
も
の

二

三
歯
以
上
に
対
し
歯
科
補
綴
を
加
え
た
も
の

て
つ

三

一
耳
の
聴
力
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
距
離
で
は
小
声
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
な
っ
た
も

の
四

上
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜
い
あ
と
を
残
す
も
の

五

下
肢
の
露
出
面
に
て
の
ひ
ら
の
大
き
さ
の
醜
い
あ
と
を
残
す
も
の

六

一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
っ
た
も
の

七

一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
遠
位
指
節
間
関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
も
の

八

一
足
の
第
三
の
足
指
以
下
の
一
又
は
二
の
足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

九

局
部
に
神
経
症
状
を
残
す
も
の

十

男
子
の
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

備
考



一

視
力
の
測
定
は
、
万
国
式
試
視
力
表
に
よ
る
。
屈
折
異
状
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
矯
正
視
力
に
つ
い
て
測
定
す

る
。

二

手
指
を
失
っ
た
も
の
と
は
、
母
指
は
指
節
間
関
節
、
そ
の
他
の
手
指
は
近
位
指
節
間
関
節
以
上
を
失
っ
た
も
の
を
い

う
。

三

手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
と
は
、
手
指
の
末
節
骨
の
半
分
以
上
を
失
い
、
又
は
中
手
指
節
関
節
若
し
く
は
近
位
指
節

間
関
節
（
母
指
に
あ
っ
て
は
、
指
節
間
関
節
）
に
著
し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の
を
い
う
。

四

足
指
を
失
っ
た
も
の
と
は
、
そ
の
全
部
を
失
っ
た
も
の
を
い
う
。

五

足
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
と
は
、
第
一
の
足
指
は
末
節
骨
の
半
分
以
上
、
そ
の
他
の
足
指
は
遠
位
指
節
間
関
節
以
上

を
失
っ
た
も
の
又
は
中
足
指
節
関
節
若
し
く
は
近
位
指
節
間
関
節
（
第
一
の
足
指
に
あ
っ
て
は
、
指
節
間
関
節
）
に
著

し
い
運
動
障
害
を
残
す
も
の
を
い
う
。

六

各
障
害
等
級
の
障
害
に
該
当
し
な
い
障
害
で
あ
っ
て
、
各
障
害
等
級
の
障
害
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、

当
該
障
害
等
級
に
該
当
す
る
障
害
と
す
る
。



様式第１号（第２条関係） （表 面）

オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 性 男 生 明 大
年

被 年 月 日
氏 名 月

害 （被害当時のもの） 別 女 日 昭 平

者
住 所
（被害当時のもの）

給 付 事 由 対 象 犯 罪 行 為 (1) ・ (2) ・ (3) ・ (4) ・ (5) ・ (6) ・ (7) ・ (8)

被 害 者 と の 続 柄 配偶者 子 ・ 父母 ・ 孫 ・ 祖父母 ・ 兄弟姉妹

(1) 死亡
生 計 維 持 関 係 有 ・ 無

他の第一順位遺族 有 ・ 無

(2) 障害 障 害 の 程 度 介護を要する障害 ・ 重度障害 ・ 左記以外の障害

・ （４の方は１の欄に

(4) も記入して下さい） 障害の部位及び状態

(3) 傷病
・ （５の方は１の欄に 通 院 加 療 期 間 １月以上 ・ １日以上１月未満
(5) も記入して下さい）

１ 労働者災害補償保険

他 の 法 令 に よ る 対 象 犯 罪 有 （障害等級： ）

行 為 を 原 因 と し た 公 的 給 付 ・ 種類 ２ 国家（地方）公務員災害補償

無 （障害等級： ）

（分かる範囲で記入してください。） ３ その他（ ）

破 産 手 続 の 届 出 有 ・ 無

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律（平成20年法律第80

号）第６条第１項に基づき、以上のとおりオウム真理教犯罪被害者等給付金の支給裁定を申請
します。

平成 年 月 日

申請者 氏名 ㊞

（申請が代理人によってなされる場合） 代理人 氏名 ㊞

公安委員会 殿

申 請 者 又 は 代 理 人 の 連 絡 先 住 所：

電話番号：（ ） －

備 考 欄

◇担当者記載欄（申請者の方は記入しないでください。）

受付：平成 年 月 日 午 時 分 第 号 警察署経由

（※裏面の注意をよく読んだ上で記入してください。） （日本工業規格Ａ列４番）



（裏 面）
注意
１ この給付金は、オウム真理教による次の⑴から⑻までの事件に係る犯罪行為を対象としていま
す。申請者や御親族が被害を受けた犯罪行為の番号に応じて、表面の「対象犯罪行為」の欄の番
号に○印を記入してください。
⑴ 地下鉄サリン事件
⑵ 松本サリン事件
⑶ 平成元年11月４日に発生した弁護士及びその妻子の殺人事件
⑷ 平成６年５月９日に発生したサリンを使用した弁護士の殺人未遂事件
⑸ 平成６年12月２日に発生したＶＸを使用した殺人未遂事件
⑹ 平成６年12月12日に発生したＶＸを使用した殺人事件
⑺ 平成７年１月４日に発生したＶＸを使用した殺人未遂事件
⑻ 平成７年２月28日から同年３月１日にかけて発生した公証人役場事務長の逮捕監禁致死事件

２ この給付金は、次の⑴から⑸までの給付事由に該当する方（オウム真理教の構成員であった者
を除く。）が申請することができます。申請者の該当する給付事由の番号に応じて、表面の「給
付事由」の欄の番号に○印を記入し、当該番号の右の欄に必要事項を記入してください（⑷ 又
は⑸に該当される方は「被害者との続柄」、「生計維持関係」及び「他の第１順位遺族」の欄に
も記入してください。）。
⑴ 対象犯罪行為により死亡した方の遺族
⑵ 対象犯罪行為により障害が残った方
⑶ 対象犯罪行為により傷病を負った方
⑷ ⑵に該当する方であって対象犯罪行為によらないで死亡した方の遺族
⑸ ⑶に該当する方であって対象犯罪行為によらないで死亡した方の遺族

３ ２の⑴並びに⑷及び⑸の遺族とは、対象犯罪行為により死亡した方又は対象犯罪行為により障
害が残り、若しくは傷病を負った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した方（以下「死亡
被害者」という。）の死亡の時において、次の⑴から⑶までのいずれかに該当する遺族であり、
その順位は、法定の除外事由がない限り、⑴、⑵、⑶の順序（⑵及び⑶に掲げる遺族については
、それぞれに掲げる順序）です。自分よりも先順位の遺族がある場合は、給付金の支給を受ける
ことはできません。
申請者は、表面の「被害者との続柄」の欄の該当する続柄に○印を記入するとともに、⑵に該

当する場合は「生計維持関係」の欄の「有」に、⑶に該当する場合は「無」に○印を記入してく
ださい。
⑴ 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。）
⑵ 被害者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
⑶ ⑵以外の被害者の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

４ 申請者のほかに第１順位遺族がいる場合は「他の第一順位遺族」の欄の「有」に、他に第１順
位遺族がいない場合は「無」に○印を記入してください。

５ この申請書には、次の書類を添えてください。ただし、都道府県公安委員会の判断により、こ
れらの書類を添える必要がない場合があります。詳しくは警視庁又は道府県警察本部に相談して
ください。

給付事由（２⑴～⑸）
添付書類

⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸

死亡した方の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡した方の死亡の ○ ○ ○
事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

申請者の氏名、生年月日、本籍及び死亡した方との続柄を明らかにす ○ ○ ○
ることができる戸籍の謄本又は抄本

負傷又は疾病の症状が固定したときにおける身体上の障害の部位及び ○ ○
状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類 ○ ○

６ これまで被害者の方又はその御遺族の方が対象犯罪行為を原因として公的給付を受けた事実の
有無（受けた事実がある場合は、当該公的給付の種類）及びオウム真理教に対する破産申立事件
（東京地方裁判所平成７年(ﾌ)第3694号及び第3714号）における対象犯罪行為により生命又は身体
を害されたことによる損害賠償請求権に基づく債権の届出の有無について記入してください。

※ 本書につき御不明な点がありましたら、警視庁若しくは道府県警察本部又は最寄りの警察署に
お問い合わせください



（表 面）

様式第２号（第３条関係）

第 号

平成 年 月 日

住 所

氏 名 殿

公 安 委 員 会 □印

オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定通知書

平成 年 月 日付けで支給裁定の申請がありましたオウム真理教犯罪被害者等

給付金については、下記の理由により、 こととしましたので通知

します。

支給を受けることが
円

できる給付金の額

理 由

◎裏面の注意をよく読んでください。 （日本工業規格Ａ列４番）



（裏 面）

注意

１ この裁定に不服があるときは、この通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に

、国家公安委員会に対して審査請求をすることができます（なお、裁定の通知を受けた

日から60日以内であっても、裁定の日から１年を経過すると審査請求をすることができ

なくなります。）。

２ 裁定の取消しの訴え（取消訴訟）は、当該裁定についての審査請求に対する国家公安

委員会の裁決を経た後でなければできません。ただし、次のいずれかに該当するときは

、審査請求に対する裁決を経ないで裁定の取消しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。

(2) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

３ 裁定の取消しの訴えは、当該裁定についての審査請求に対する裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に、 を被告として（訴訟において を代表する

者は 公安委員会となります。）提起しなければなりません。



様 式 第 ３ 号 （ 第 ３ 条 関 係 ）

第 号

平 成 年 月 日

住 所

氏 名 殿

公 安 委 員 会 □印

オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 支 給 裁 定 申 請 却 下 通 知 書

平 成 年 月 日 付 け で オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 の 支 給 裁

定 の 申 請 が あ り ま し た が 、 オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 を 救 済 す る た め の 給 付

金 の 支 給 に 関 す る 法 律 （ 平 成 20年 法 律 第 80号 ） 第 ８ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、

そ の 申 請 を 却 下 し ま し た の で 通 知 し ま す 。

な お 、 こ の 処 分 に 不 服 が あ る と き は 、 こ の 通 知 書 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起

算 し て 60日 以 内 に 、 国 家 公 安 委 員 会 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す

（ 処 分 の 通 知 を 受 け た 日 か ら 60日 以 内 で あ っ て も 、 処 分 の 日 か ら １ 年 を 経 過

す る と 審 査 請 求 を す る こ と が で き な く な り ま す 。 ） 。

ま た 、 処 分 の 取 消 し の 訴 え （ 取 消 訴 訟 ） は 、 こ の 通 知 書 を 受 け た 日 の 翌 日

か ら 起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て

を 代 表 す る 者 は 公 安 委 員 会 と な り ま す 。 ） 提 起 し な け れ ば な り ま せ

ん （ な お 、 処 分 の 通 知 を 受 け た 日 か ら ６ か 月 以 内 で あ っ て も 、 処 分 の 日 か ら

１ 年 を 経 過 す る と 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き な く な り ま す 。

） 。 た だ し 、 国 家 公 安 委 員 会 に 対 し て 審 査 請 求 を し た 場 合 に は 、 処 分 の 取 消

し の 訴 え は 、 そ の 審 査 請 求 に 対 す る 裁 決 の 送 達 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て ６ か 月 以 内 に 提 起 し な け れ ば な ら な い こ と と さ れ て い ま す 。

（ 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 ）



様式第４号（第３条関係）
（表 面）

オウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書

平成 年 月 日

警 察 庁 支 出 官 殿

フ リ ガ ナ

氏 名 ㊞

住 所

下記によりオウム真理教犯罪被害者等給付金の支払を請求します。

請求金額 円 也

① 裁 定 番 号 第 号
裁
定 裁 定 年 月 日 平成 年 月 日

裁定公安委員会名 公 安 委 員 会

② 銀 行 本 店
払払 金 庫 支 店
渡渡 ア 口 座 振 込
しし 預金の種類（ ）
をを 口 座 番 号 第 号
受希
け望
るす イ 送 金 支 払 銀 行 本 店
方る 金 庫 支 店
法機
及関
び ウ 送 金 支 払 郵便局

（日本工業規格Ａ列４番）



（裏 面）

注意
１ 氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができます。
２ 「請求金額」には、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定通知書に記載されている「給
付金の額」を記入してください。

３ ①の欄の「裁定番号」及び「裁定年月日」には、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定
通知書に記載されている裁定番号及び裁定年月日を記入してください。

４ ②の欄は、「ア」から「ウ」までのうち希望するものを１つだけ選び、その記号を○で囲ん
でください。払渡しを希望する銀行又は金庫の名称は、正確に記入してください。
なお、「ア 口座振込」の欄は、銀行又は金庫に請求者名義の預金口座がある人だけが記入

してください。
５ この請求書は、下記あてに郵送してください。なお、下記の郵便番号は警察庁の個別の郵便
番号ですから、警察庁の所在地の記載の必要はありません。

郵便番号１００－８９７４
警察庁長官官房給与厚生課長

６ この請求書について御不明な点がありましたら、警視庁又は道府県警察本部にお問い合わせ
ください。


